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1．シンポジウムの趣旨

　昨年のシンポジウムにおいては，中・長期の目標
達成にむけた地球温暖化対策について討議したが，
実効ある温暖化対策を進める上で多くの課題が存
在することが明らかになった。そこで本シンポジウ
ムでは，これらの課題を解決するための基礎的知見
を得るとともに，政策を促進するための各種条件に
ついて明らかにすることを目的とする。例えば都市
特性と温室効果ガス排出特性との関係，政策の効果
性・有効性，施策の立案過程と波及過程などを解明
することにより，今後の低炭素社会づくりや都市間
連携の可能性について討議した。

2．シンポジウム講演の概要

2.1 自治体温暖化対策実行計画の動向と策定課題
に関する研究　

話題提供者：○田中　充，木村浩巳，小河　誠，増
原直樹（法政大学）

　この報告は，地球温暖化対策推進法において都道
府県及び市町村に策定が義務付けられた「実行計
画」に注目して，先進自治体における計画の策定動
向と施策の取組，施策実施の促進要因等について分
析・考察したものである。具体的には，全国の低炭
素施策実施状況調査（2008）において施策数上位の
自治体，内閣府の「環境モデル都市」の指定自治体，
応募自治体等の計 110 都市を対象にアンケート調査
を実施し，83 自治体から回答を得た調査結果が報
告された，内容は，事務事業に係る実行計画の策定

と施策の取組状況，本庁舎のほか廃棄物，水道，下
水道，学校，公共交通，病院等の主な施設における
施策実施と排出量削減効果の実態，施策の促進・阻
害要因等に関する研究分析のまとめである。
　結果の概要は，ほとんど全ての自治体で実行計画
の策定・運用は実施されているが，その範囲は必ず
しも行政全体が対象でなく，排出負荷の大きな現業
施設は対象外としている例が多くみられること，庁
内事務に係る施策では，職員の省エネ行動等の行動
レベルは大半の自治体で実施されているものの，機
器レベル，設備建築レベル，自然エネルギー対策の
順で実施率は低下していることが明らかとなった。
また施策の促進・阻害要因を把握したところ，促進
要因は「首長指示」「部局トップの理解・支援」「職
員の協力」が（図 1），阻害要因は「実施の予算」「関
係部局間の連携」「職員の協力」が多く指摘されて
いること等が報告された。
2.2 日本の市町村におけるCO2排出特性と地域特

性の関係分析
話題提供者：○中口毅博（芝浦工業大学），多比良

康彦（環境自治体会議環境政策研究所）
　本報告は，市町村の CO2 排出構造に基づき市町
村を類型化するとともに，CO2 排出構造を規定す
る地域特性要因は何かを明らかしたものである。
　環境自治体会議環境政策研究所が推計した 1,810
の市町村別 CO2 排出量（2003 年）を用い，製造
業，家庭，業務，運輸の 4部門を修正ウィーバー法
により市町村を類型化したところ，表 1 に示すよ
うになった。類型別市町村数をみると，4部門から
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図 1　事務事業に係る促進要因の状況
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偏りなく CO2 が排出されている ABCD型が 915 と
全体の半分を占めていた。次に製造業と運輸の複
合型である AD型が 385 と 2 割を占め，多くなった。
1人あたり CO2 排出量は製造業に特化した A型が
20,414kgと最も多く，次いで業務に特化した B型
が 13,606kgと多くなった。一方最も少ないのは家
庭と業務の複合型である BC型の 4,008kgとなって
いた。さらに 1990 ～ 2003 年の増減率をみると，実
在する 13 の類型のうち減少しているのは 4類型だ
けであり，残りの 9類型は増加していた。
　次に，製造業，業務，家庭，運輸よび民生合計
と全合計の 1 人あたり CO2 排出量を外的基準，7
つの地域特性を説明変数とする数量化Ⅰ類分析を
行った結果，家庭部門が地域特性の影響を最も強く
受けており，寒冷な地域ほど CO2 排出量が多いこ
とがわかった。また業務や民生全体と 1人あたり所
得，全合計と可住地人口密度などについても一定の
関係があることが明らかになった。
2.3 自治体における低炭素施策の費用対効果に関

する考察　
話題提供者：○増原直樹（環境自治体会議環境政策

研究所），木村浩巳，小河　誠，田中
充（法政大学）

　本報告は，中長期的な温室効果ガス排出削減をめ
ざす低炭素施策・事業が国内外の自治体で推進され

るために必要な条件は何か，という問題意識に基づ
く研究の一部である。加えて，今後の政策動向に
よっては，国内自治体で成功した低炭素施策を国外
へ移転し，その移転の結果として国外で削減できた
温室効果ガス排出量を何らかのメカニズムを通し
て国内自治体の削減量（クレジット）としてカウン
トするような制度も想定しうる。そうした際の重要
な数値の一つとして，費用対効果（削減量 1単位あ
たりの費用：万円／トン）は有力である。
　こうした状況を踏まえ，本報告では自治体におけ
る低炭素施策の費用対効果をとりまく諸概念・先
行研究を整理し，国内における 85 施策をとりあげ，
費用対効果のデータを提示するとともに，今後の
課題を検討した。85 施策を大分野別にみると，省
エネルギー推進が 34 でもっとも多く，自然エネル
ギー導入が 24，吸収源対策が 14 となっている。ま
た，85 施策をいわゆるハード系／ソフト系で分け
ると，設備投資を伴うもの（ハード系）が 39 と多く，
普及啓発型施策（ソフト系）は 30，補助・助成等
が 14 であった。
　今後の課題としては，自治体が主張している効果
について検証を行い，効果算定の手法に偏りがない
よう補正する必要がある。その上で，費用対効果の
データを統計分析に耐えうる量まで増加させるこ
とが不可欠である。将来的には，ベンチマーキング

表 1　類型別市町村数と 1人あたり CO2 排出量

No. 類型名
市町村数 1人あたり CO2 排出量平均

実数 構成比 実数（kg-CO2/人） 増減率（1990 ～ 2003 年）

1 A型 119 6.6％ 20,414 -4.5％

2 B型 6 0.3％ 13,606 10.9％

3 C型 0 0.0％ - -

4 D型 1 0.1％ 7,617 76.1％

5 AB型 3 0.2％ 8,866 106.8％

6 AC型 78 4.3％ 6,838 -37.7％

7 AD型 385 21.3％ 9,269 32.0％

8 BC型 16 0.9％ 4,008 17.5％

9 BD型 1 0.1％ 7,903 43.7％

10 CD型 61 3.4％ 5,690 35.9％

11 ABC型 35 1.9％ 6,238 -19.1％

12 ABD型 30 1.7％ 8,418 24.6％

13 BCD型 160 8.8％ 5,462 -19.9％

14 ABCD型 915 50.6％ 5,791 6.9％

15 全体 1,810 100.0％ 7,211 0.8％
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の導入も必要であろう。
2.4 産業・業務部門における低炭素都市政策の波

及と広域連携の可能性
話題提供者：○馬場健司，田頭直人，金　振（電力

中央研究所）
　本報告は，産業・業務部門における「地球温暖化
対策事業所計画書制度（一定規模以上の事業所に対
して温室効果ガス削減計画書や報告書の提出を義
務付ける制度）」を取り上げ，自治体の所管部署を
対象とする質問紙調査結果を基に，実効性と波及
性，今後の展開について明らかにした。得られた結
果は以下のとおりである。
　第 1に，多くの自治体が東京都をはじめとする先
行自治体の制度を参照しながら，必要な独自性を加
えた上で制度設計を行っている。対象事業所の判断
基準は，省エネ法・温対法に準拠して設定した自治
体が多く，中にはそれ以上の把握を積極的に行って
いない自治体が一部に存在する。
　第 2に，基本的には届出制度にすぎない当該制度
を，是正制裁措置を執行してまで厳格に運用する自
治体は少なく，むしろ行政リソースが立入調査より
は相対的には少なくても可能な指導助言という誘
導措置を多くの自治体が実施している実態が見受
けられる。
　第 3に，東京都のような総量削減義務の導入に向
かう可能性についての回答結果を示している。東京
都が 3段階で実効性を高めていったように，多くの
自治体でも現時点で可能な制度を導入した上で，運
用状況を見ながら後に段階的に実効性を高めてい
く可能性がある。しかしその段階的な展開の先に，
多くの自治体は総量削減義務の導入を見据えてお
らず，他者動向の様子見も多い。

2.5 市民による環境保全活動と国際協力：エコポイ
ント事業に着目して

話題提供者：○加藤尊秋（北九州市立大学），中村
秀規（地球環境戦略研究機関）

　本報告では，財政難のおり，公的なエコポイント
事業で集まるポイントの一部を海外の環境協力向
け資金に活用する案を検討した。このために，2010
年 2 月に，環境国際協力の歴史が長い北九州市と横
浜市から成人市民 1,575 名ずつを無作為抽出して郵
送配布郵送回収型の社会調査を行った。回収率は，
北九州市で 39％，横浜市で 38％であった。
　北九州市ではカンパスシール事業（レジ袋辞退等
でポイント付与），横浜市では横浜環境ポイント事
業（地下鉄利用等でポイント付与）が行われており，
いずれも，ポイントの使途に海外環境協力への寄付
は含まれていなかった。社会調査では，各市のエコ
ポイント事業に，ポイントの一部を市内や海外の環
境事業に寄付する新形態を加えたコンジョイント
型質問を実施し，回答者に選択を求めた。
　この結果，既存のエコポイント事業に参加経験の

表 2　 総量削減義務の導入に向かう可能性

カテゴリー ％

導入に向かう可能性は低い 51.9
広域連合のような枠組みで追随するのであれば，
その流れに沿う可能性がある 22.2

人口規模や排出構造等の点で類似する自治体が
追随するようであれば，可能性がある 22.2

導入に向かう可能性が高い 3.7

合計（N） 27

図 2　国内 10自治体における費用対効果の算出例
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ある人は，海外寄付付きのエコポイント事業を忌避
する傾向が両市共通にみられた。一方，高年齢層お
よび発展途上国の問題解決に関心のある層は，両
市とも海外寄付付きエコポイント事業に肯定的で
あった。図 3は，北九州市のカンパスシール事業を
例とした海外寄付額推定結果である。ポイントの使
途が買い物割引のみの既存形態と一部を海外環境
協力に寄付する新形態とから市民が選択できると
の想定である。海外寄付額を最大化するには，新形
式であっても大部分を買い物割引とし，海外への寄
付にあてる部分を小さくすべきことがわかった。

3．質 疑 応 答

　以上の話題提供者の報告を受け，個々の演題に対
する質疑応答および総合討論を行った。
3.1 田中報告への質疑
森下英治（愛知学院大学）：今回の調査が行政の事
業者としての対策を対象としたものか。市民や企
業を巻き込んだ対策についてはどうか。
田中　充（法政大学）：今回は行政の事務事業を対
象とした調査であるが，今年度政策主体として市
民や企業を巻き込んだ地域全体の対策について
も調査する予定である。
杉山範子（名古屋大学）：自治体の規模と対策との
間に関係は見られるか。
田中　充（法政大学）：大規模な自治体ほど体制が
取りやすいと思われるが，規模に応じてどれくら
いの差があるか，もう少し詳細な分析が必要であ
る。

3.2 中口報告への質疑
森下英治（愛知学院大学）：運輸部門の中に，家庭
での車利用も含まれているのか。
中口毅博（芝浦工業大学）：含まれている。政府の
分類と同じく，業務と家庭の車利用すべてが一緒
に計上されている。
　加藤尊秋（北九州市立大学）：市町村によってか
なり地域特性が違うようであるが，どの部門も国
レベルで一律に対策を進めるのはどうか。
中口毅博（芝浦工業大学）：おっしゃるとおりであ
る。家庭や業務，運輸部門については地域特性に
応じて市町村や広域自治体で対策を実施するこ
とも重要と考える。
3.3 増原報告への質疑
森下英治（愛知学院大学）：本報告でいう対策費用
とは，既存対策の代替分のみを指しているのか，
全費用を指しているのか。
増原直樹（環境自治体会議環境政策研究所）：新設
の場合は全費用，政策変更の場合は変更部分のみ
と扱ってはいるが，自治体の判断を尊重してお
り，今後詳細な検証が必要である。
3.4 馬場報告への質疑
森下英治（愛知学院大学）：複数の自治体にまたが
る事業所については，どのような扱いがされてい
るのか。
馬場健司（電力中央研究所）：東京都や埼玉県が，
他の自治体での事業所の削減分を認めているが，
他の自治体の制度は総量削減義務を意図してお
らず，基本的に扱いは検討されていない。
増原直樹（環境自治体会議環境政策研究所）：ここ
で言っている広域連合とは，どのレベルのことを
指しているのか。
馬場健司（電力中央研究所）：八都県市首脳会議で
環境分野における首都圏広域連合の設置が検討
されているように，都道府県と政令指定都市レベ
ルの連合を指している。
3.5 加藤報告への質疑
森下英治（愛知学院大学）：海外環境協力への寄付
で，アンケートではどんな事業を実施するのかま
で具体的に聞いていないと考えて良いか。
加藤尊秋（北九州市立大学）：海外援助の内容に関
して自由度の高い資金を集める趣旨から具体的
な事業内容は示していない。
森下英治（愛知学院大学）：エコポイントの使用期
限を切って，使い切らなかった額を海外環境協力
に寄付するというのも一案としてあるのではな
いか。
加藤尊秋（北九州市立大学）：興味深い指摘であり，

図 3　寄付額推定値（成人市民 1万人・1週間あたり）
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使い切れなかった額などについて実態を調べた
い。

4．総 合 討 論　

コーディネータ：中口毅博（芝浦工業大学）
　総合討論の論点として，①地域に合った低炭素社
会づくりが可能か，②地域間連携の必要性はあるの
かといった 2点を提起した。
4.1 地域に合った低炭素社会づくりが可能か？　そ

の効果は？
　この点に関して，コーディネータより，さらに 4
つの課題を提起した。
・国との役割分担（国の一律の政策のほうが有効な
のか？）
・自治体の規模に応じた施策 
・CO2 排出特性に応じた施策 
・地域環境力（ソーシャル・キャピタル）に応じた
施策 

　これについて，田中充氏（法政大学）は，大規模
事業所対策については，国がベースを作るべきであ
り，地域でやろうとすると地域間の不公平が生じる
と指摘した。また，地域レベルの対策は地域独自の
まちづくり対策と組み合わせ，地域環境力を生かす
ような形で行うことが理想であり，国レベルの対策
との仕分けや棲み分けが必要であるとの指摘がな
された。

4.2 地域間連携の必要性はあるのか？　その効果
は？ 

　この点に関しても，コーディネータより，さらに
3つの課題を提起した。
・自治体間連携（都道府県間，市町村間，都道府県ー
市町村） 

・市民・事業者・行政の主体間連携 
・海外との連携（行政・事業者だけでなく市民も） 
　これについて時間の関係で議論できなかったが，
コーディネータの私見を述べる。自治体や各セク
ターの垣根を越えて連携して取り組まなければ効
果的でない対策がかなり存在すると思われるが，現
在対策の効果についての研究では単一の自治体や
政府レベルでの検証にとどまっており，どの主体が
関わった場合にどの程度の効果があるのかを比較
検討するところまでは至っておらず，そのような視
点からの研究が必要である。
　全体として，自治体や都市間連携による低炭素社
会づくりを効果的に推進するためには，多種多様な
形態で対策を実施しつつそれらの事例を客観的に
分析することで，地域特性ごとの推奨対策メニュー
を提示するとともに，どのような形態でその対策を
実施するのが望ましいのかを提案していくことが
必要と考える。

オーガナイザー　中口毅博（芝浦工業大学）




